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令和７年４月 定例飯舘村教育委員会会議録 

 

１ 招集日時        令和７年４月２３日（水）午後３時００分 

 

２ 招集場所        飯舘村役場 ２階 第１会議室 

 

３ 出席委員        教育長           髙 橋 澄 子 

              教育委員（教育長職務代理者）髙 橋 祐 一 

              教育委員          庄 司 智 美 

              教育委員          髙 橋 世津子 

              教育委員          佐 藤 修 治 

 

４ 欠席委員        なし 

 

５ 説明のため出席した者  教育課長   三 瓶 真 

              指導主事   三 品 勝 彦 

              生涯学習課長 山 田 敬 行 

 

６ 開  会   午後２時５５分 

 

７ 日程第１ 教育長あいさつ 

  教育課長 日程第１ 教育長あいさつ。教育長より挨拶をお願いいたします。 

  教育長  教育委員の皆様、改めましてこんにちは。 

       本日はお忙しい中、しかも午前中には雨も降って足元の悪い中、定例教育委員

会にご出席いただきましてありがとうございます。 

       本日は令和７年度最初の定例教育委員会になります。今年度も教育委員の皆様

から忌憚のないご意見をいただきながら、教育行政を執り行ってまいりたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

       さて、４月から新年度を迎え、教育委員会、いいたて希望の里学園、までいの

里のこども園、それぞれがニューフェイスを迎え、動き出しております。 

       教育委員会では、教育課に産業振興課から三瓶課長、こども園の園長でした三

品勝彦先生、新採用の菅野柊君、粟野ありささん、生涯学習課では、髙橋由文係

長と再任用の庄司稔さんを新たに迎え、業務を進めております。 

       いいたて希望の里学園では、４月６日に７名の新入生が入学しました。６名は

こども園からの入学ですが、１名は他所からです。こども園には、３歳児と４歳

児の２名が入園しました。おおむね、学園も園もよいスタートを切ってくれてい

ると思います。 

       先週の土曜日には、いいたて希望の里学園では授業参観、ＰＴＡ総会が行われ

ました。そこで話し合われたことに関しては、後ほど教育課長のほうから報告を

していただきます。その後、学童のつくしんぼハウスの利用の仕方についても、
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教育課のほうから利用する保護者に説明をしたところです。そして、本日から９

年生は東京方面に２泊３日の修学旅行に出かけました。残念ながら１名が欠席で、

10名が参加したそうです。７年生、８年生も明日、校外学習に行く予定になって

います。さらには、前期課程では来週の月曜日にスクールバスを利用して村内巡

りをする予定になっています。 

       までいの里のこども園、いいたて希望の里学園の今年度の指導の重点について

は、３月の定例教育委員会でも説明があったとおり、園・学校連接の充実を図り、

さらには義務教育学校のメリットを生かした教育の推進を図るべく、教育委員会

としてもしっかりとサポートをしてまいりたいと思っています。 

       社会教育、生涯学習においても、これまでに草野小学校に置いてある文化財資

料や民具の整理、いいたてマラソンコースの破損した看板の撤去、また、それぞ

れ社会教育関係団体等の総会及び計画、運営等も滞りなく進めております。明日

には避難区域の看板を震災遺構として譲り受けに行くなど、様々な分野で活動し

ております。 

       教育委員の皆様には、学校教育、社会教育、生涯学習について様々なご意見を

出していただき、それを受けて、教育委員会としては教育行政が活性化していく

よう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

８ 日程第２ 会期の決定及び書記の指名 

  教育長  会期は令和７年４月23日、本日の１日間とし、書記は教育課長を指名。 

  全 員  異議なし。 

 

９ 日程第３ 令和７年１月定例教育委員会会議録の承認について 

  教育課長 （資料に基づき説明） 

  教育長  ただいま事務局より説明がありました会議録について、委員の皆様よりご質問、

ご意見、訂正等がありましたらお願いいたします。 

  髙橋委員 ３ページのところだけ指名の記載が違うので、統一したほうがよい良いと思い

ました。 

  教育課長 おっしゃるとおりです。修正します。大変失礼いたしました。 

  教育長  では、事務局訂正をお願いいたします。 

       ほかにございませんでしょうか。 

  全 員  なし。 

  教育長  それでは、令和７年３月定例教育委員会会議録は承認をいただきました。 

 

10 日程第４ 議案第７号 学校運営協議会委員の選任について 

  教育長  続きまして、日程第４ 議案第７号 学校運営協議会委員の選任について、事

務局、説明をお願いいたします。 

  教育課長 （資料に基づき説明） 

  教育長  ただいま議案第７号、学校運営協議会委員の名簿等について説明がありました

が、これについてご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

  佐藤委員 会長の植田先生の読みを確認したいです。 

３
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  教育課長 さとしと読みます。 

  教育長職務代理者 確認ですが、教育長はどのような立場になるんですか。会議に参加な

さらないんでしょうか。 

  教育長 いえ、参加しております。 

  教育長職務代理者 名簿にないのですが。 

  教育長  教育長不在期間があったためかもしれませんが、実際は出席していたので、教

育長はあったほうがよいと思います。会に校長が入っているので、校長と教育長

が意見をまとめるためという会を開催するのであれば、教育長が名簿に必要と思

います。これに関しては、時間の関係もありますので、過去の経緯を確認し、名

簿への記載があれば入れる、名前をもともと入れていなかったというのであれば

このままということで、ご承認いただけますでしょうか。 

  全 員  はい。 

  教育長  これまでの経過等を確認します。 

       では、議案第７号 学校運営協議会委員の選任についてご承認いただけますで

しょうか。 

  全 員  はい。 

  教育長  では、ご承認いただいたということで、（案）をお消しください。 

 

11 日程第５ 議案第８号 飯舘村保存木の登録解除について 

  生涯学習課長 （資料に基づき説明） 

  教育長  ただいま議案第８号 飯舘村保存木の登録解除について説明がありましたが、

ご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

  教育長職務代理者 樹木医の意見として、伐木、抜倒はやむを得ない内容が載っています

が、今後どのような処置を行う予定かをお聞きします。 

  生涯学習課長 本議案の登録解除が承認されれば、今のところ６月議会になるかと思いま

すが、村で予算を計上して、伐倒する予定であります。 

以上です。 

  教育長  村で予算を取って倒木するということですが、いかがでしょうか。 

  教育長職務代理者 やむを得ないと思います。 

  教育長  ほかに質問、ご意見ないですか。（「補足で１点ありました」の声あり）補足

お願いします。 

  生涯学習課長 今回の登録解除で保存木が７件になります。教育委員会でも要望がありま

したが、昨日の行政区長会におきまして、新たに保存木の候補になるような樹木

が行政区内にあれば、文化財保護審議会で現場を見て調査をして、新たに登録を

図っていきたいということで、その情報提供を依頼する説明をしております。 

       以上です。 

  教育長  それでは、議案第８号の保存木の登録解除ということに対してご承認いただけ

ますでしょうか。 

  全 員  はい。 

  教育長  では、ご承認いただいたということで、飯舘村保存木の伐採をするということ

ですので、よろしくお願いいたします。 
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       そして、補足説明がありましたように、今回８本から７本に保存木がなります

が、村内には銘木が他にあると思いますので、各行政区のほうに呼びかけて追加

していく方向で動いていくという説明がありました。ご承知おきいただければと

思います。 

 

12 日程第６ 報告第１号 飯舘村文化財保護審議会委員の選任について 

  生涯学習課長 （資料に基づき説明） 

  教育長   ただいま事務局より報告第１号 飯舘村文化財保護審議会委員の選任という

ことで説明がありました。本来であれば、教育委員会にお諮りして、承認をいた

だいてからの任命という形を取るのが筋でありますが、今回は文化財保護審議会

の会議日程の関係で委員の任命を先にしてしまったことから、報告という形にな

っていますこと、ご理解いただけたらと思います。いかがでしょうか。 

  全 員  はい。 

  教育長  では、ご理解いただいたということで、この９名の委員で文化財保護審議会を

運営していくということ、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

13 日程第７ 諸報告について 

  教育課長 （資料に基づき説明） 

  生涯学習課長 （資料に基づき説明） 

（～以下内容、省略～） 

  

  教育長  ほかに質問等があれば。 

  髙橋委員 部活動の地域移行の件です。課長が説明したバドミントンというスポーツだけ

の地域連携なのか、今後は生涯学習課側でスポーツや文化系の連携を考えている

のでしょうか。 

  教育課長 まず、部活につきましては、今、連携として挙がっているのはバドミントンだ

けです。何か付け加えることが生涯学習課長のほうであればお願いします。 

  生涯学習課長 先日行われた「こども議会」におきましても、スポーツ以外の文化系、例

えばピアノを習うことができないかとの質問がありました。村民の中には文化系

を教えることができる方がいることは把握していますので、その方たちが学校の

部活で教えられるかどうかは、今後、調整や検討していきたいと考えています。

ただ、部活動として１年間を通してできるかどうかなどの課題がありますので、

今後の検討事項となります。 

  髙橋委員 生徒の希望に対応する形もありますが、例えばの話ですが、文化財保護クラブ

ということで子供たちに飯舘村の歴史を教えるなど、スポーツだけじゃなくて、

子供たちにＰＲして文化系や飯舘村を勉強するようなクラブというのもいいのか

なと思います。 

  教育長  現在、部活動の希望調査を取っている最中なので、全員が部活動をやるか、何

人が帰宅部になるかは今のところは分かりません。ただ、どうしてもスポーツが

苦手な子供も中にはいると思いますので、そういう文化的な活動ができるように

土台を作っていけたらなと、生涯学習課で検討していきたいと思います。 
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  髙橋委員 スポーツ関係も人数が少ないなかで、書道やお花などの文化系もできると思い

ますので、１人や２人でも文化系の内容ができるというのをＰＲしたほうがいい

と思います。 

  教育長  帰宅部がでた場合でも、例えば生涯学習課職員のなかには音楽を教えることが

できると言っていただいているので、子供たちにいろんな選択肢を増やしてあげ

るというのはすごくいいことだなと思います。 

  髙橋委員 これもある、これもあるというふうに発信したほうがいいと思います。 

  佐藤委員 スポーツが得意ではない生徒は辞める、そもそも入らないのかなと先日のＰＴ

Ａ総会でも話題になりました。福島市だといろいろな部活の受け皿があるんです

が、村にはそのような文化系、スポーツ系の受け皿がないので、新たに文化系の

部活を作ることはなかなか大変だと思います。 

  髙橋委員 読み聞かせでもいいし。何かいろいろ教える人がいると思いますが。  

佐藤委員 そういう部活に入って学べば、学校として部活動の単位が取得できるとか、内

申書に部活動として書けるかどうか。 

  教育長  高校入試では内申書に部活動をやっていたか、やっていなかったかという項目

があります。 

  佐藤委員 文化系でも内申書に書ける、部活として該当するような形にできればいいのか

なという保護者さんも結構いましたので、教育委員会でいろいろと検討していた

だければと思いました。 

  教育長  今までいただいた意見や内容を具体化するには、いろいろなことを検討する必

要があります。スクールバスをどうするか、例えばふれ愛センターでやるとなっ

たとき、どうやって子供を送っていくかなど、いろいろな検討事項がでてくると

思いますので、そんなことを一つ一つクリアしながら、できることを考えていけ

たらなと思いますので、ご意見、ありがとうございます。 

       ほかには何かございますでしょうか。 

  佐藤委員 制服の件ですが、２年ぐらい前から女子生徒からズボンをはきたいという提案

があったそうです。それを受けて学校で検討し、このような形になったそうです。

生徒から自主的に、飯舘の冬は特に寒いので、ズボンのほうがいいと。なので、

別に今ある形のズボンでもいいのではきたいといった提案が２年前からあっての

今回の説明になった、そういう説明も受けましたので、親のほうも、すぐにでも

はければということで。ほぼ全員の意見でした。 

  教育長  そうした状況は私たちも把握していなかったものですから、急に出た話だった

のかと思っていました。それで、実際のところ、村の制服支給の関係者との相談

や、男性ものを女性がそのまま使用することには問題もあるのでないかと思って

いました。 

  髙橋委員 形やデザイン性がありますね。 

  教育長  全然違うと思います。それで、学校から今回の悔過報告を後から受けましたが、

今のような問題があり、やはり女性は女性用のスラックスの形があって、しっか

り衣料組合などと相談しなければならないと思いますし、ご家庭に選択やサイズ

調整を任せてもおそらく１本分の値段がかかってしまうのではないかということ

など、男性用を女性用に変えるというのは簡単ではないと思います。ですので、



 6

今衣料組合との相談や、制服メーカーと調整、確認を進めているところです。 

  髙橋委員 今の制服は、デザイナーによるものですよね。 

  教育長  そうです。 

  髙橋委員 そうすると、デザインのバランスの検討も必要と思います。 

  教育長  この件は教育委員会と学校と話し合わせていただきたいと思っています。ただ、

今の風潮として、多くの学校で女子用のスラックス制服を用意しているという状

況なので、教育委員会としても対応が遅かったというふうに反省をしているとこ

ろです。 

       ほかに質問はございませんか。 

  全 員  なし。 

  教育長  委員の皆様方のご理解をよろしくお願いいたします。 

 

14 日程第８ その他 

  教育長  それでは、日程第８ その他として、事務局、よろしくお願いします。 

  教育課長 （資料に基づき説明） 

  教育長  次回教育委員会が５月26日、６月の定例教育委員会は６月24日ということで確

認をしました。 

そして、５月19日、市町村教育委員会連絡協議会相馬支会ということで、参加

者をご確認いただきました。ほかにありますか。 

  生涯学習課長 第10回飯舘ＹＯＩＴＯＫＯ発見！ツアーの別紙チラシをご覧ください。日

程は６月７日土曜日であります。内容はチラシにあるとおり、旧草野小学校敷地

にあった相馬氏の飯舘の拠点であった草野館で相馬流山踊りを見ながら、相馬地

方の山中郷という視点で南相馬市博物館の講師から説明を受けます。また、元Ｔ

ＵＦアナウンサーの小野美希さんをツアーゲストとしてお招きして、気まぐれ茶

屋ちえこでの昼食ほか、村天然記念物であります白山神社のケヤキや木戸木のト

チを巡ります。 

       以上です。 

  教育長  生涯学習課から飯舘ＹＯＩＴＯＫＯ発見！ツアーの説明がありました。 

  生涯学習課長 このツアーは県外向けですが、同日開催で村民向けの村内１日バスツアー

を実施し、県外参加者と村民参加者との交流を行う予定であります。 

  教育長  参加無料で実施します。 

  生涯学習課長 村内１日バスツアー事業は、村民の方から昼食分ということで500円の参加

費を徴収します。 

  教育長  ということで、ご都合がつく方があれば、ぜひご参加のほうをお願いいたしま

す。 

       では、ほかにございませんか。 

 （以下、省略） 

15 閉  会 

  午後４時２５分 閉会 

 

 




